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会        長 殿                 家 族 会 事  ２０  号 

理事・監事・運営委員 殿                 Ｒ８．   ４．   ７ 

各県自衛隊家族会会長 殿                 公益社団法人自衛隊家族会 

事 務 局 長  阿部 知己 

令和 ８年 ４月「月 報」 

１ はじめに 

新年度を迎えました。 

 自衛隊員に限らず、全国各地で希望に胸を膨らませた新入生、新社会人が新たな世界 

への一歩を踏み出していることでしょう。新学年への進級、新たな職場への人事異動も 

含め、それぞれのご活躍を祈るところです。 

 先立つ３月には、教育に当たった方々やご家族の期待と励ましの中、様々なところで 

新たな世界への発射台となる卒業式等が行われています。 

小泉防衛大臣は、防衛医科大学校、防衛大学校、陸上自衛隊高等工科学校の卒業式に 

出席され、それぞれ卒業生にはなむけの訓示をされました。防衛大学校の卒業式での 

訓示では、自衛隊員と家族は国の誇りであり宝であると言及されています。 

 厳しさと複雑さを増す国際環境下、「玉磨かざれば光なし」として より厳しく高度 

な訓練に臨み、日夜警戒監視に当たり、災害／緊急患者／遭難者等の発生に当たっては 

要請に応えて活動する隊員の皆様とそれを支えるご家族には本当に頭が下がります。 

小泉大臣は着任の訓示でご自身の重要な使命の一つとして「隊員が任務に汗を流し 

ている中、家族が安心して生活し、その帰りを安心して待てる環境を整えること」 

を挙げられました。隊員と家族の「安心」は相互に作用しており、家族が安心して 

生活していることを知ることにより、隊員は安心して任務に就き、十分に力を発揮 

して活動できるものです。 

 家族支援協力における「安否確認」は、まさにその第一歩だったのでしょう。 

 三文書の改定が前倒しされる中、「家族支援の拡充」がどのような展開となるかを 

注目しつつ、引き続き頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。 

 

２ 防衛省・自衛隊の活動（防衛省、統幕、各自衛隊等 HPより） 

（１）防衛省設置法の一部を改正する法律案を閣議決定（３月６日） 

ア 防衛副大臣を二人体制に 

イ 航空自衛隊を航空宇宙自衛隊へ 

ウ 第１５旅団を師団化 

  エ 若年退職者給付金の給付水準の引き上げ（※おやばと３月号８面参照） 

  オ 再就職支援の拡充（※おやばと３月号８面参照） 
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（２） 自衛隊施行令の一部を改正する政令決定（３月６日） 

ア 陸上自衛隊に後方支援学校を新編 

（武器学校、需品学校、輸送学校を一つにし、統合後方支援に関する教育訓

練や研究を横断的に行う） 

イ 海上自衛隊に水上艦隊と情報作戦集団を新編 

水上艦隊：護衛艦、掃海艇等が所属し、高い迅速性と活動量を持続的に 

発揮できる体制を構築。 

情報作戦集団：情報戦の機能を有する部隊を集約し、情報戦への迅速な 

対応能力を強化。 

ウ 航空自衛隊に宇宙作戦団を新編： 

   現在約３１０名規模で宇宙空間の監視等に当たる宇宙作戦群を強化 

宇宙の専門部隊を約６７０名に拡充 

※令和８年度の航空宇宙自衛隊への改編を見据え、宇宙作戦能力の強化に 

取り組む。    

（３）卒業式 

  ア 防衛医科大学校：３月７（土） 

 

 

 

 

 

ウ 防衛大学校：３月１４日（土） 

家族会増田会長、宮下副会長等が出席。 

 

 

 

 

 

イ 陸上自衛隊高等工科学校：３月２０日（木）  

   

 

             

 

 

 

 

防衛大学校神奈川県家族会 

大矢会長提供 
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（４）ブルーインパルス飛行予定が下記の通り公表されました。 

研修や募集協力にお役立てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 家族会の活動 

（１）令和７年度第４回理事会の開催 

   ３月１７日、グランドヒル市ヶ谷において令和７年度第４回理事会を開催し、次の 

議案等について審議・報告が行われ、議案はいずれも原案どおり可決しました。 

ア 議案（第１・３号議案は、本会ＨＰに掲載します。） 

 ・第１号議案：令和８年度自衛隊家族会事業計画 

 ・第２号議案：令和８年度分担金 

 ・第３号議案：令和８年度収支予算書 

 ・第４号議案：令和８年度資金調達及び設備投資の見込み 

 ・第５号議案：令和８年度定期総会の開催 

 ・第６号議案：地域協議会長人事 
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  イ 報告 

   ・第３１回(令和７年度)「自衛隊の活動支援基金」管理運営委員会報告 

   ・運営委員人事 

   ・代表理事及び業務執行理事業務報告 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ３月２７日、内閣府に報告しました。 

エ 活発な質疑がなされた理事会に引き続き、伊藤家族会名誉会長を交えた意見交換会を 

催しました。防衛省人材育成課長、厚生課長、陸幕厚生課長、募集・援護課募集・援護調

整官、海幕厚生課長、人事計画課募集推進室長、空幕厚生課長、募集・援護課長をはじめ、

ご出席くださった皆様、有難うございました。引き続きよろしくお願いたします。 

 

 

 

 

 

 

 
意見交換会 増田会長挨拶 宮下副会長乾杯   光畑人材育成課長 

締めの挨拶 
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（２）入隊・入校予定者激励会 

各地で行われた自衛隊への入隊・入校予定者激励会の一部を紹介いたします。 

ア ３月７日：           イ ３月７日： 

愛媛県入隊入校予定者激励会     千葉県自衛隊入隊・入校予定者激励会 

  

 

 

 

     

       写真：愛媛地本提供 

ウ ３月８日：広島県西部地区            エ 大阪入隊・入校激励会 

自衛隊入隊・入校予定者激励会 

 

 

 

 

  オ ３月 14日：沖縄県入隊・入校予定者激励会 

 

 

 

 

      

（３）UNMISS 司令部要員を激励 

３月 25 日、UNMISS 司令部要員として南スーダンに 

派遣される、兵站幕僚の安積彩花３等陸佐（写真左から 

２人目）と航空運用幕僚の中村航輝３等陸佐（写真左端） 

に対し、現地での活躍をお祈りし、激励しました。 

 

（４）自衛隊家族会「問い合わせ窓口」の集計結果 

令和 8年３月の問い合わせ件数は事務局で対応した、I分類（相談者や隊員に関する

相談）の１件であり、非会員の方からでした。   

相談の内容は、「アルコール依存症により家族に暴力を振るう様になった隊員の夫と、

現在別居中であるが、幼い娘を抱えて今後が不安」という切実な内容です。この方か

らは昨年４月にも相談が有り、上司への相談という手段や地方公共団体の相談先を紹

介することでコーチング対応を実施した経緯が有りました。 

相談者が仰るには、その後、部隊の上司に相談するも曖昧な対応しか得られず、不

山﨑西部地区協議会長 

沖縄県 古門会長 
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安が募って再度本窓口に相談を入れたということでしたので、更に、防衛省共済組合

の「さぽーとダイヤル」、「法テラス」を紹介しました。 

夫である隊員のアルコール依存症の状況は心配ですが、既に別居しているという状

況から夫からの暴力が及ぶという危惧は解消されているので、部隊側も含めた緊急避

難的な対応を実施する段階ではありません。また、奥様自身が部隊に相談し部隊側も

その事実は認識しています。更に、御主人との関係をどの様にするのかは奥様本人の

決心が必要であり、周囲に親族を含め頼れる方が存在するのかどうか等、以上の様な

当窓口に提供された周辺事情の中では、上述の専門の相談先を紹介することが残念な

がら本窓口で実施できる限界です。しかし、病気等における“セカンドオピニオン”

の利用同様に、根本的な解決策は提示できなくとも御自身の心を少しでも和らげる為

の手段である新たな相談先を知り得ること等、本窓口の存在意義は有ると考えます。 

今月は、相談１件のみのということで、引き続き自衛隊員そして自衛隊員のご家族

のお心が平穏であることをご祈念申し上げます。 

 

４ 事務局からの連絡 

（１）令和８度定期総会の概要 

ア 時期：６月１６日（火）１３：００ ～ 

イ 場所：グランドヒル市ヶ谷 

ウ 議案 

・第１号議案：令和７年度自衛隊家族会事業報告 

・第２号議案：令和７年度収支計算書及び監査報告 

・第３号議案：定款の変更 

・第４号議案：役員改選 

  エ 報告 

・報告１：令和８年度自衛隊家族会事業計画    

・報告２：令和８年度分担金 

・報告３：令和８年度収支予算書 

・報告４：令和８年度資金調達及び設備投資の見込み 

（２）自衛隊家族会創設５０周年記念行事の概要 

ア 時期：６月１６日（火） 定期総会終了後 ～ １９：００ 

イ 場所：グランドヒル市ヶ谷 

ウ 実施内容 

・感謝状贈呈式 

・記念式典 

 ＋ 「自衛隊家族会の歌」披露 

・記念会食 
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（３）総会委任状の送付 

各県会長、事務局長のお手許に「総会委任状」の様式と記載要領が届いていると存 

ます。必要事項を記入の上、６月１２（金）（必着）まで事務局まで送付して下さい。 

【ご留意いただきたいこと】 

※「定款第３０条に基づき、○○○○を代理人と定め～」の○○○〇は、 

各県自衛隊家族会から総会に出席する代表者（会長等）のお名前を書いて下さい。 

※「議決権の代理行使委任者」は、総会を欠席する（議決権を委任する）正会員の

代表者のお名前を書いて下さい。総会に出席する方のお名前ではありません。 

※「委任者数」は、正会員数から、総会に出席する正会員の数を引いた数を書いて

下さい。（会員数１，０００名で総会に１名が出席する場合、委任者数は９９９名） 

 

                                  以上 

 

 

 

配布先 

防衛省人事教育局長、文書課長、人材育成課長 

   統合幕僚監部総務部長、総務課長 

   陸上幕僚監部人事教育部長、募集・援護課長、同総括班長、厚生課長、家族支援班長 

   海上幕僚監部人事教育部長、人事計画課長、同募集推進室長、厚生課長 

   航空幕僚監部人事教育部長、厚生課長、厚生班長、募集・援護課長、募集・援護調整官、

募集班長、 

   陸上総隊司令部総務部長、 

   各方面総監部人事部長、募集課長、厚生課長、各自衛隊地方協力本部長 

   各師団・旅団司令部幕僚長 

 


